
【在宅療養支援歯科診療所】

高齢者の心身の特性、口腔機能管理及び緊急時対応に係る知識と技術をもち、

必要に応じて、患者又は家族、在宅医療を担う医師、介護・福祉関係者等に

情報提供できる体制を整備し、在宅歯科医療に係る後方支援の機能を有する

別の保険医療機関との連携体制を確保するなど、安心・安全な在宅歯科医療

提供体制を整備した歯科診療所として厚生労働省が定めた施設基準を満た

し、届出を行った歯科診療所の保険算定上の名称。
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